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＊文部科学省
・「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」の策定 (9月5日)
	　本日、「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針～子どもの「命」を守る～」を策定いたしましたので、お知らせいたします。


（趣旨）
　次代の我が国を担う子どもの育成を図っていく上で、その生命・身体を守ることは極めて重要であり、これまで以上に学校、教育委員会、国、さらには家庭や地域も含めた社会全体が一丸となって、いじめや学校安全等の問題に取り組んでいくことが必要です。
　このたび、このような考え方を踏まえ、これまでの取組を見直し、文部科学省として、当面、いつまでに、どのようなことに取り組むのかを示す「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針」を策定しました。

（項目）
　はじめに
　第1　いじめの問題への対応強化
　第2　学校安全の推進
　第3　体育活動中の安全確保

http://www.mext.go.jp/a_menu/shienshitsu/1325363.htm

・平成23 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について（9月11日）
　調査結果の主な特徴より　※ 以下、数値については、平成２３年度調査結果に基づく。
１）小・中・高等学校における、暴力行為の発生件数は約５万６千件と、前年度（約６万件）
より約４千件減少し、児童生徒１千人当たりの発生件数は４．０件（前年度４．３件）であ
る。
２）小・中・高・特別支援学校における、いじめの認知件数は約７万件と、前年度（約７万８
千件）より約７千件減少し、児童生徒１千人当たりの認知件数は５．０件（前年度５．５件
）である。
３）小・中学校における、不登校児童生徒数は約１１万７千人と、前年度（約１２万人）より
約２千人減少し、不登校児童生徒の割合は１．１２％（前年度１．１３％）である。
４）高等学校における、不登校生徒数は約５万６千人と、前年度（約５万６千人）より約６百
人増加し、不登校生徒の割合は１．６８％（前年度１．６６％）である。
５）高等学校における、中途退学者数は約５万４千人と、前年度（約５万５千人）より約１千
人減少し、中途退学者の割合は１．６％（前年度１．６％）である。
６）小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒数は２００人と、前年度（１５６人）
より４４人（２８．２％）増加している。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/09/__icsFiles/afieldfile/2012/09/11/1325751_01.pdf

・「いじめ問題アドバイザー」内定について(9月28日)
いじめの問題への効果的な対応等について、専門的な見地から助言を得られる体制を整備するため、「いじめ問題アドバイザー」を文部科学省に配置する、そのアドバイザーが内定。　　　　　　　　　　　　
	兵庫教育大学大学院教授
	新井　肇

	六甲カウンセリング研究所長
	井上　敏明

	特定非営利法人NPOカタリバ代表理事
	今村　久美


	前神奈川県警察本部生活安全部長
	江崎　澄孝

	 
	大河内　祥晴

	松山赤十字病院副院長
	小谷　信行

	NPO法人ジェントルハートプロジェクト理事 
	小森　美登里

	日弁連子どもの権利委員会幹事、
社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長
	坪井　節子

	FR教育臨床研究所所長、共栄大学客員教授
	花輪　敏男

	開善塾教育相談研究所相談部長、
藤沢市教育委員
	藤崎　育子

	大阪樟蔭女子大学前学長、大阪市立大学名誉教授
	森田　洋司


http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/09/1326333.htm

＊総務省

・児童虐待の防止等に関する政策評価」の結果に基づく勧告に伴う政策への反映状況（回答）の概要（ポイント）（9月14日）
http://www.soumu.go.jp/main_content/000174403.pdf
＊厚生労働省

・社会的養護の現状について（平成24年9月版）(10月1日)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_01.pdf
・社会的養護の課題と将来像の取組状況(平成24年9月版)（10月1日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_02.pdf

＊警察庁

・平成23年上半期の出会い系サイト等に起因する事犯の検挙状況について(9月8日)

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h23/pdf02-1.pdf

・児童虐待及び福祉犯の（平成24年上半期）警察庁生活安全局少年課検挙状況(9月28日)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/jidougyakutai_fukushihan_kenkyo2409.pdf
＊朝日新聞
・いじめ７万件把握　昨年度の学校、「実態と差」懸念(9月11日)
	


都道府県別のいじめの認知件数

	


　２０１１年度に全国の学校が把握したいじめの件数が７万２３１件にのぼることが、文部科学省が１１日発表した「児童生徒の問題行動調査」で分かった。前年度より９．５％（７３９９件）減り、現在の調査形式にした０６年度以降で最少となった。 

　国公私立の小中高校と特別支援学校が対象で、回答期限は今年６月上旬だった。大津市立中学２年の男子生徒（当時１３）が昨年１０月に自殺した問題を受け、各地の教育委員会や学校がいじめの調査を本格化させたのは７月以降。同省の担当者は「把握が十分でない懸念はぬぐえず、うのみにはできない」としている。 

　調査結果によると、子ども１千人あたりのいじめの件数は５．０件（前年度比０．５件減）。都道府県別では、熊本が３２．９件で最も多く、大分（１８．３件）、岐阜（１２．２件）など５県が全国平均の２倍以上だった。最も少ないのは佐賀の０．６件。福島（０．８件）、和歌山と宮崎（０．９件）の計４県が、１千人あたり１件を下回った。

http://www.asahi.com/national/update/0911/TKY201209110581.html 

＊読売新聞

・住民基本台帳など閲覧制限、児童・性的虐待でも(9月27日)
総務省は２６日、家庭内で児童虐待や性的虐待を受けて避難した被害者を保護するため、避難先を加害者に知らせないよう住民基本台帳の閲覧や住民票、戸籍の付票の交付を制限することを決め、事務処理要領の一部改正を市町村に通知した。

　１０月１日から実施する。

　これまで、被害者保護を目的とした住民基本台帳の閲覧や住民票交付の制限は、家庭内暴力（ＤＶ）とストーカー行為などの場合に認められてきた。しかし、性的虐待を含む児童虐待では明確な規定がなく、各自治体の判断に委ねられていたため、対応を求める声が上がっていた。

　改正では、児童虐待の被害者を「保護対象」として明記。恋人からの暴力被害などの場合も「これらに準ずる行為」として保護の対象とする。総務省によると、全国で４万１６７６人（昨年１２月１日現在）が閲覧制限などの保護の対象となっている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120926-OYT1T01058.htm
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